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令和７年度恵庭市教育委員会会議（８月定例会）会議録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   時 令和７年８月１日（金） 開会１７時００分 閉会１７時３０分 

会   場 市民会館 １F 第１会議室 

出席委員 

教育長                       岩渕   隆 

教育長職務代理者             土谷 秀樹 

委  員                       福屋 栄人 

委  員                       白﨑 亜紀子 

委  員                       中山   舞 

会議出席者 

教育部長                     狩野 洋一 

教育部次長                   山口 晃弘 

教育総務課長                 藤野 真一郎（欠席） 

教育総務課主幹               前川 豊志（欠席） 

教育支援課長                 横山 真澄 

社会教育課長                 黒氏 優子 

学校給食センター長            斉藤 喜代彦 

読書推進課長                 和合 智子 

郷土資料館長                 髙野 隆司 

教育施設課長                 塚野  憲 

教育総務課教育指導主事       小川  満 

教育総務課主査               小井 裕介 

議題及び議事の概要 別紙のとおり 

会議の傍聴を許可された者 なし 

議事録署名委員 中山   舞 
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令和７年度恵庭市教育委員会会議（８月定例会）結果表 

令和７年８月１日（金） １７時００分開会 

１７時３０分閉会 

会場：市民会館 １F 第１会議室 

事案番号 件      名 議決結果 

議案第 1 号 恵庭市スクールバス運行規程の一部改正について 原案可決 

議案第 2 号 補正予算について 原案可決 

報告 1 専決処分の報告について 報告済み 

報告 2 
令和５年度に発生した市内公立学校のいじめの重大事態に関する調

査報告について 
報告済み 

○会議出席者 

         岩渕教育長 

教育委員：土谷委員、福屋委員、白﨑委員、中山委員 

事務局  ：狩野教育部長、山口教育部次長、横山教育支援課長、黒氏社会教育課長、斉藤学校給食セン

ター長、和合読書推進課長、髙野郷土資料館長、塚野教育施設課長、小川教育総務課教育指

導主事、小井教育総務課主査
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議    事    録  

 

                                  開 会  1７時 ００分                                    

 
 

教 育 長 

 

 

事 務 局 

 

教 育 長 

 

委    員 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今より教育委員会を開催いたします。初めに日程１、議事録署名委員の指名

について事務局お願いします。 

 

今回会議の議事録署名委員は、中山委員お願いします。 

 

よろしいでしょうか。 

 

（ 承認 ） 

 

次に日程２、前回会議録の承認について事務局お願いします。 

 

（ 事務局から前回の議事録について報告 ） 

 

ただいまの記録のとおり承認するということでよろしいですか。 

 

（ はいの声 ） 

 

続いて日程３、議案に入ります。   

議案第１号恵庭市スクールバス運行規程の一部改正について、事務局よりお願

いいたします。 

 

私からは、議案第１号の恵庭市スクールバス運行規程の一部改正について、ご

説明いたします。 

まず、資料の４ページをご覧ください。 

第１条で目的を記載していますが、この規程は通学条件の整備及び教育の向

上を目的として、送迎等のためにスクールバスを運行することに関し必要な事項

を定めているところです。 

第２条で「運行の範囲」として、（１）学校への通学に利用する場合、（２）学校

教育に関する事業に参加する場合、（３）社会教育に関する事業に参加する場

合、などと規定しているところです。 

また、第３条では利用者の範囲として、（１）において、距離の要件、（２）におい

ては、心身に障がいのある児童生徒の要件を規定しています。 

次に、戻って２ページをご覧ください。 

表の右側、改正案の欄に記載がありますとおり、運行の範囲を規定している第

２条の次に、「運行の範囲の特例」を追加するものとなります。 

内容といたしましては、「学校での課外活動に参加する場合であって、合理的

配慮が必要と認められる場合にスクールバスを運行させることができる」と整理

し、規定するものであります。 

今回の改正の趣旨としては、障がいのある児童生徒が、長期休業中や土日に
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教  育 長 

 

委    員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委     員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

教 育 長 

 

事 務 局 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

事 務 局 

部活動などに参加する際に運行できることをより明確に示そうとするものとなりま

す。 

以上、簡単でありますが説明とさせていただき、よろしくご審議の上、原案のと

おり可決賜りますようお願いいたします。 

 

ただ今の議案第１号について、ご質疑等はございますか。 

 

今の説明で、障がいのある生徒というお話でしたが、一般的な生徒が課外活動

でスクールバスを何かの理由で使いたいという場合は、対象にはならないのでしょう

か。 

 

基本的に学校の授業関係で、例えば見学旅行ですとか、市民会館で行事等やる

ので一クラス分移動させるなど、そういった時に使うことを想定しているものです。混

在している規定になっておりまして、通常の日々の通学と、そういったイベント的なもの

の臨時的なバスの貸出が両方混ざったような規程になっております。今回障がいの

あるお子さん、さらに詳しく申し上げますと、文科系の部活動に所属することになりま

して、土日の活動ですとか長期休業中は、あまりスクールバスは通学の部分での想

定はしていなかったのですが、そういった障がいのあるお子さん、肢体不自由なので

すが、文科系の部活の活動があるということで、（４）の規定で教育長の定めるもの

というものもあるのですが、それをもっとこのようにわかりやすく表現したいということ

での改正になります。 

 

部活動での利用というのは例えば大会とかそういうことではなく、日常的な部活

動として利用するということですか。 

 

まさに例えば、夏休み中にこの部活動はやりますよとか、土日も親御さんにもお仕

事の都合がつく場合はお願いできませんか、という確認をもちろんさせてもらった上

で、それでも都合がつかないという場合にはバスを出すというようなことで考えており

ます。 

 

バスと言っても一般的なバスではないですよね。 

 

はい、車いすが乗れる中型のバスもあるのですが、現実にその学校に配置してい

るのは介護タクシーのようなスクールタクシーみたいな形で、実際に普段は運用して

おります。たまたまそういったこともあって柔軟な運用ができるという実態があります。 

 

その他、ありますか。 

 

（ なしの声 ） 

 

なければ、以上で議案第１号について終了いたします。 

次に、議案第２号補正予算について、事務局よりお願いいたします。 

 

議案第２号補正予算についてご説明いたします。 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教  育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委     員 

 

 

事 務 局 

 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

１０ページの補正予算説明資料をご覧ください。今回は、定期的に行っている、２

件の基金積立金、４月から６月のふるさと納税を中心とした補正予算となっておりま

す。 

まず、経費名で、高等学校等入学準備金基金積立金とありますが、今期は251

件のふるさと納税があり、経費分を差し引いた2,409千円を歳入で受け、基金に積

み立てることとしております。 

次に、二つ目の青少年・文化振興基金積立金ですが、357件のふるさと納税が

ありまして、経費分を差し引いた2,725千円を基金に積み立てることとしております。

また、窓口でも１件、2,000千円の寄附を直接いただき、こちらは全額基金に積み立

てることとしていることから、合計4,725千円の積立金となります。 

以上、簡単にご説明申し上げましたが、このとおり第３回定例会にて補正予算とし

て提出したいことから、ご審議の上、原案どおりご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

ただ今の議案第２号について、ご質疑等はございますか。 

 

（ なしの声 ） 

 

なければ、以上で議案第２号について終了いたします。 

 

続いて、日程４報告に入ります。 

報告１は、専決処分の報告についてです。事務局から説明をお願いします。 

 

私のほうからは、報告１専決処分についてご説明いたします。 

１ページをご覧ください。 

案件としましては、令和7年6月５日午後5時50分頃、恵明中学校グラウンドにお

いて部活動中の野球部生徒の打球が、停車中の自動車の一部を破損させる事故

について和解し、損害賠償の額を決定するものです。 

相手方については、記載のとおりとなります。 

和解の趣旨は、市が施設管理上の瑕疵を認め、損害を賠償するものです。損害

賠償の額は8,690円。専決処分日は記載のとおりとなります。 

私からの説明は以上です。 

 

今回、この事故があったということは、練習して打ったボールが同じようにまた飛び

出すという危険性は解消できているのでしょうか。 

 

伺っているところの練習の状態ですと、道路側のネットに向かって打つ練習をして

いたということで、練習の仕方で解消できる部分はあるのかなと考えております。 

 

強く指導はしております。 

 

その他、ありますか。 

 

（ なしの声 ） 
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教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

教  育 長 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

各  委 員 

 

教 育 長 

 

なければ、以上で報告１について終了いたします。 

 

続いて報告２に入ります。 

（ 報告２非公開審議 ） 

 

続いて、日程５その他について、事務局よりお願いします。 

 

今後の教育関連事業についてお伝えさせていただきます。 

現時点で、図書館本館や郷土資料館で、戦争関係の資料展示会を開催しており

ます。その他夏休みですので、おはなし会が2日（土）や3日（日）などございます。ま

た、アイヌ文化の見学会が3日（日）に予定されております。その他学校関系の会議

としましては、7日に小中一貫教育の検討会議ですとか、25日に点検評価委員会を

予定しているところです。委員の皆様におかれましては、21日・22日に稚内の方で

北海道都市教育委員会連絡協議会があり、出席いただくこととなっております。その

他記載のとおりとなっております。 

 

その他、恵庭の子ども達、小学生2名・中学生2名が姉妹都市の和木町に行って

おりまして、本日夕方帰ってくるということで、特に事故もなく熱中症もなくということ

でした。加えて、本日から中体連の卓球大会全道大会が恵庭市で開催されておりま

して、石狩管内で勝ち上がった恵庭中学校と恵み野中学校の女子個人が出場して

おり、開催地枠として恵明中学校も出場しているところです。また、島松小学校のミ

ニバスの少年団が男女ペアで、函館にて開催される全道大会に出場するということ

で、男女ペアで行くというのは非常に珍しいと聞いております。 

 

（ 次回の日程確認 ） 

 

その他、全体を通して何かありますか。 

 

（ なしの声 ） 

 

以上をもちまして、本日の教育委員会を終了いたします。 

  ありがとうございました。 

 

 終 了 

 


